春のごみゼロ運動月間の開催について


令和８年度春のごみゼロ運動月間は、下記のとおり実施いたします。

【実施期間】令和８年５月３１日（日）～６月２８日（日）　
※清掃活動日並びに活動の実施につきましては、各参加団体及び各人の任意となります。

【対象ごみ】地域の周辺道路等に落ちているポイ捨てごみ（燃やせるごみ及び燃やせないごみ）が対象となります。ビン、カン、ペットボトルは、燃やせないごみの袋に入れてください。
回収したごみは、燃やせるごみ、燃やせないごみに分別し、各地域の収集カレンダーに従って、ごみ集積所へお出しください。ごみ袋の数が多い場合、ごみ集積所に出せないごみ(粗大ごみ等)があった場合には、別途環境課へご相談ください。

ごみゼロ運動は、皆様のご協力により行っている清掃活動ですので、ご理解とご協力をお願いします。

【参加方法】ごみ袋（燃やせるごみ、燃やせないごみ）を下記施設にて配布いたしますので、実施される場合には、事前にお近くの施設で必要枚数をお受け取りください。

【ごみ袋配布場所】
鴻巣・川里地域用ごみ袋　市役所本庁舎、各公民館（中央・箕田・笠原・常光）、市民センター　田間宮生涯学習センター、
市民活動センター、本町コミュニティセンター、
川里支所、川里生涯学習センター
吹上地域用ごみ袋　　    市役所本庁舎、吹上支所、北新宿生涯学習センター、
　　　　　　　　　　　　吹上生涯学習センター
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